
全国労働衛生週間スローガン

「推してます みんな笑顔の 健康職場」

準備期間：９月１日から９月30日 本週間：10月１日から10月７日

「全国労働衛生週間」は、昭和25年から続く伝統ある取組であり、労働者の健康と安全

を守るために重要な役割を果たしています。この取組は毎年実施しており、今年で、75回

目を迎えます。事業場における労働衛生意識を高め、健康管理や職場環境の改善などを推

進し、労働災害の予防に取り組むことを目的としています。特に、高年齢労働者が増加し

ておりますので、健康問題の対応や労働災害を減少させるため『労働衛生』に関する意識

を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することが重要です。

準備期間（９月１日～30日）に実施する事項

 過重労働による健康障害防止対策

 職場におけるメンタルヘルス対策

 職場における転倒・腰痛災害の予防対策

 化学物質による健康障害防止対策

 石綿による健康障害防止対策

 職場の受動喫煙防止対策

 治療と仕事の両立支援対策

 職場の熱中症予防対策の推進

 テレワークでの労働者の作業環境、健康確保

 小規模事業場における産業保健活動の充実

 女性の健康課題の理解促進

 「個人事業者等の健康管理に関するガイド

ライン」に基づく取組の推進

など

全国労働衛生週間（10月１日～７日）に実施する事項

 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視

 労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示

 労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰

 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など緊急時の災害を想定した実地訓練などの

実施

 労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示

 その他労働衛生の意識高揚のための行事などの実施 など

１ 腰痛など作業行動による労働災害の防止

２ 健康診断実施と有所見者に対する医師の意見聴取

３ 治療と仕事の両立支援のさらなる推進

４ 新たな化学物質規制による適切な管理

福井労働局・福井・敦賀・武生・大野労働基準監督署
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福井労働局の『４つの推し』（重点目標）

推したいわけ
★ 令和５年、福井労働局内で「動作の反動、
無理な動作」による労働災害が、全ての事故
の型の中で最大の増加幅（令和４年比24件
増）。

★ 50歳以上の労働者で19件増。

取り組むポイント
✍ エイジフレンドリー補助金等を活用し、
災害防止対策を強化。

✍ 理学療法士を無料派遣し、転倒防止・腰痛
予防の指導を実施している福井産業保健総合
支援センターを活用。

推したいわけ
★ 治療方法の進歩により、「不治の病」と
された疾病も長く付き合う病気に。

★ 労働者が病気を抱えながら仕事を続ける
状況が増加。

取り組むポイント
✍ 両立支援コーディネーターの増加で
サポート体制強化。

✍ 両立支援に関する無料相談を行っている
ため、福井産業保健総合支援センターを
活用。

推したいわけ
★ 9月は「職場の健康診断実施強化月間」。
★ 定期健康診断や特殊健康診断などを法定
期間内に実施する必要。

★ 健康診断結果に基づき、必要な措置につ
いて医師や歯科医師の意見を聴取する必要。

取り組むポイント
✍ 労働者数50人未満の事業場は、無料で医
師の意見を聴取できるため、地域産業保健
センターを活用。

推したいわけ
★ 令和6年4月1日付けで新たな化学物質
規制が全面施行。

★ すべての業種が対象となる改正。

取り組むポイント
✍ 改正内容を確認して危険性・
有害性のラベルを確認（右図参照）。

✍ SDSを確認してリスクアセスメントを
実施し、適切に管理。

１ 腰痛など作業行動による労働災害の防止

２ 健康診断実施と有所見者に対する医師の意見聴取

３ 治療と仕事の両立支援のさらなる推進

４ 新たな化学物質規制による適切な管理

◆ 2025年１月１日より、労働者死傷病報告や
定期健康診断結果等手続きについて、電子申請が、
原則、義務化されます。

◆ 福井産業保健総合支援センターでは、企業へ
の訪問指導や相談対応、研修などを実施していま
す。

過去10年間の一般健康診断の有所見率の推移（福井県）

（％）

◆ 福井県治療と仕事の両立にかかる支援の取組
５か年計画の概要、アンケート等福井県におけ

る治療と仕事の両立を取り巻く状況や取組事例を
掲載しています。

◆ 治療と仕事の両立支援ナビ
治療と仕事の両立支援のガイドラインや企

業の取組事例、シンポジウムなどの総合的な
情報を掲載しています。

◆ 両立支援コーディネーターの増加
支援対象者が治療と仕事を両立

できるように支援対象者、主治医、
会社、産業医などのコミュニケー
ションを円滑に支援します。

◆ 新たな化学物質規制の概要
厚生労働省HP内で法令と関係通達等を掲載

しているほか、福井労働局でもリーフレットを
作成しています。

◆ 職場の化学物質管理総合サイト「ケミサポ」
法改正事項について、事業者が実施することを

４STEP形式で分かりやすくまとめています。

◆ エイジフレンドリー補助金
労働者の腰痛・転倒防止のためのスポーツ・

運動指導コースや高年齢労働者の労働災害
防止対策コース等があります。
申請受付期間：R6.5.7～R6.10.31

◆ 腰痛を防ぐ職場の事例集

掲載業種：小売業、病院、社会福祉施設等

◆ 腰痛・転倒予防！「いきいき健康体操」

４分15秒の動画です。QRコードのリンク先

から進むと再生されます。

福井労働局ＨＰ↓

厚生労働省ＨＰ↓

ケミサポ↓

・ ・ ・ ・ ・
４つの推しで健康職場を
叶えよう！！

https://www.youtube.com/watch?v=9jCi6oXS8IY
https://www.mhlw.go.jp/content/001103538.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001158947.pdf
https://www.fukuis.johas.go.jp/area.php
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
https://cheminfo.johas.go.jp/try.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbugoannai/20110406_001/ryouritsushien.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbugoannai/20110406_001/kagakubussitu.html

